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Ⅰ．経営戦略改定の目的と位置づけ 

1．経営戦略改定の目的 

「経営戦略」とは、地方公営企業が将来にわたって安定的に事業を継続していくための中⾧期

的な経営の基本計画とされています。地方公営企業は策定した経営戦略に基づき計画的かつ合理

的な経営を行うことにより、経営基盤の強化と財政マネジメントの向上を図っていくことが求め

られています。そして、人口減少を中心にますます経営環境が厳しくなる中で、より実効性のあ

る経営改善を進めるため、経営戦略の改定が求められています。 

当町の下水道は平成８年に公共下水道事業の供用を開始していますが、最も古い資産で約 30

年が経過しています。今後、管渠を中心とする下水道設備の劣化状況に応じた改築・更新需要の

増加とともに、人口減少や少子高齢化に伴って使用料収入の減少が見込まれるなど、厳しい経営

状況に置かれることが予想されます。下水道は町民生活に欠かすことのできない重要な財産であ

ることから、⾧期的に安定したサービスの維持継続が求められており、将来に向けた計画的な企

業経営が求められています。 

このような中、当町の下水道事業の現状を見える化するため、国からの要請と合わせて、令和

5 年度から、当町下水道事業に地方公営企業法を適用し、複式簿記を基礎とする地方公営企業会

計制度を導入しました。そして、更なる下水道事業の経営改善を進めるため、平成 29 年 3 月に

策定した経営戦略を改定します。 

なお、前回は公共下水道事業・特定環境保全公共下水道事業・農業集落排水事業のそれぞれに

ついて経営戦略を策定していましたが、今回は 3 事業の経営戦略を統合して「新十津川町下水道

事業経営戦略」としました。 
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2．経営戦略の位置づけ 

「新十津川町下水道事業経営戦略」は、目指すまちの将来像や基本目標、主要な施策などを総

合的・体系的にまとめた、各種行政計画の最も上位に位置づけられる計画である「新十津川町第

6 次総合計画」との整合性を図り、より具体的で実効的な計画として定めます。この他、「新十津

川町ストックマネジメント計画」「新十津川町都市計画マスタープラン」「流域関連公共下水道事

業計画」「農業集落排水事業計画」など各種の関連計画を反映しています。 

 

 

3．計画期間 

経営戦略は中⾧期的な視点から経営基盤の強化等に取り組むことができるようにするため、計

画期間は最低 10 年とするよう義務付けられています。本経営戦略の計画期間は、令和７年度

（2025 年度）～令和 16 年度（2034 年度）の 10 年間とします。 
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Ⅱ．新十津川町下水道事業の概要 

1．事業の沿革 

新十津川町の下水道事業は、石狩川流域下水道に接続する流域関連公共下水道事業と特

定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業により構成されています。 

流域関連公共下水道は、昭和 63 年度に基本計画を策定して以来整備を進め、平成８年度

に供用開始し、現在までに 20 年以上経過しています。 

特定環境保全公共下水道事業は、新十津川町下水道事業のうち宮前地区を対象とし、平

成 14 年度から整備を進め、16 年度に供用開始し 20 年以上経過しています。 

農業集落排水事業は、大和地区と花月地区の２地区を対象としています。大和地区が平

成 10 年度、花月地区が平成 13 年度に供用開始しました。 

供用開始から年数も経過し、人口が減少する中で、下水道事業の置かれた現状をより可

視化するため、国からの要請と合わせて令和 5 年 4 月１日より下水道事業に地方公営企業

法を適用（一部適用）しました。これに伴い、下水道事業特別会計と農業集落排水事業特

別会計を廃止し、新たに下水道事業会計（地方公営企業会計）を設置するとともに、地方

公営企業会計を導入しています。 

 

 

※流域関連公共下水道事業を「公共」、特定環境保全公共下水道事業を「特環」、農業集落

排水事業を「農集」と略して記載しています（以下同様）。 

  



 

4 

 

2．下水道施設の現状 

流域関連公共下水道事業及び特定環境保全公共下水道事業において町が管理する下水道

施設は、管渠や汚水を圧送するポンプ場・マンホールポンプ所が主で、町内で集められた

汚水は石狩川流域下水道「新十津川中継ポンプ場」により圧送され、滝川市、砂川市を経

由して奈井江町の石狩川流域下水道「奈井江浄化センター」に流入し処理されています。 

農業集落排水事業において町が管理する施設は、管渠や汚水を圧送するためのマンホー

ルポンプ所および汚水処理を行う処理場があります。 

下水道事業における事業の概況は以下のとおりです。 

 

図表 1 下水道事業の概況 

事業 公共 特環 農集 

処理区数 １ １ 
２ 

（大和・花月地区） 

処理区域内 

人口密度 

(令和 5年度) 

19.5 人/ha 7.8 人/ha 8.6 人/ha 

処理場数 
なし 

（石狩川流域下水道に接続） 
２ 

（大和・花月地区） 

広域化・共同

化・最適化の

実施状況 

広域化は実施済 実施なし 
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 新十津川町の下水道事業における管渠は、平成２年から整備が始まっており、最も古い

もので 30 年以上が経過している状況です。汚水管渠の総延⾧は公共 42.94km、農集

5.95km で合計 48.89 ㎞（令和 5 年度末）まで整備済みとなっています。 

 管渠の耐用年数は一般的に 50 年程度と言われており、布設後 30 年を経過すると何らか

の異常が発生する可能性が高いとされています。 

現時点では 50 年を経過した管渠はありませんが、今後布設から 30 年を経過した管渠が

増えてくるため、更新需要が発生し、財政負担が増大することが懸念される状況です。 

 

図表 2 整備延⾧の推移 

 

出典：下水道ストックマネジメント実施方針策定業務委託報告書（管渠編）から引用 

  

 

 

 

 

  

管渠（かんきょ） 

用語説明：管渠とは？ 

「管渠（かんきょ）」は、雨水や汚水を運ぶために使われる、地下に埋められた「管」や「パイ

プ」のことを言います。 

たとえば、家のトイレや台所からでる排水は、道路の下に埋まっている大きなパイプを通

って、処理場に運ばれます。これが「管渠」の役目です。 
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 流域関連公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業は、石狩川流域下水道に接続し

ているため処理場を保有していませんが、農業集落排水事業では、事業を展開している２

地区でそれぞれ排水処理場を保有しています。 

 

図表 3  農業集落排水処理事業における排水処理場 

地区 大和地区 花月地区 

名称 
大和地区農業集落 

排水処理場 

花月地区農業集落 

排水処理場 

供用開始 平成 10 年 10 月 平成 13 年 4 月 

計画処理能力※ 

（日最大） 
27 ㎥/日 172 ㎥/日 

晴天時平均処理水量※ 

（日平均） 
24 ㎥/日 111 ㎥/日 

年間総処理水量※ 8,964 ㎥ 40,604 ㎥ 

年間有収水量※ 36,009 ㎥ 

処理方式 
接触ばっ気方式 

（JARUS-Ⅰ型） 

接触ばっ気方式 

（JARUS-Ⅲ型） 

※令和 5 年度時点 

 

 

  
 

  

処理場 

大和地区農業集落排水処理場 花月地区農業集落排水処理場 
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 新十津川町では、流域関連公共下水道事業、特定環境保全公共下水道及び農業集落排水

事業において以下のポンプ施設を保有しています。どの施設も供用開始から 20 年以上が経

過しており、施設を構成する機械設備や電気設備などは標準耐用年数を経過しているもの

があります。このため、今後更新投資が必要となることが予想されています。 

 

図表 4  ポンプ場の概要 

名称 みどり中継ポンプ場 

供用開始 平成 10 年 12 月 

所在地 新十津川町字中央 90-22 

 

 

 

図表 5  マンホールポンプ所の一覧 

ポンプ所名 事業種別 供用開始年月 

橋本マンホールポンプ所 公共 平成 12 年 1 月 

工業団地マンホールポンプ所 公共 平成 15 年 6 月 

宮前マンホールポンプ所 特環 平成 16 年 10 月 

大和マンホールポンプ所 農集 平成 10 年 10 月 

ポンプ場・ポンプ所 
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3．組織の概要 

下水道事業の業務は、建設課にて対応しています。 

  

 

図表 6 組織図 

 

出典：北海道 HP 公表資料より 
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4．下水道使用料の状況 

(1)料金体系  

料金体系については、以下のとおり、一般家庭用と公衆浴場用の２区分としています。 

 

図表 7 料金体系の概要 

種別 
基本料金 超過使用料金 

基本水量 料金（税抜） 超過水量 料金（税抜） 

一般 
8 立方メートル 

までの水量 
1,400 円1 

50 立方メートル 

までの水量 
180 円/㎥ 

50 立方メートル 

を超える水量 
210 円/㎥ 

公衆浴場 32 円/㎥ 

 

 

 一般家庭用の使用料水準は以下のとおり 1 か月あたり約 4,000 円ですが、使用料は平成

8 年の供用開始以降、改定されていません。地方公営企業は、経営に必要な経費は、使用

者からの使用料収入で賄う受益者負担を原則とする独立採算による事業運営が前提とされ、

人口が減少する中で、あるべき使用料水準の検討が求められています。 

 

図表 8 直近の下水道使用料水準 

 条例上の使用料2 実質的な使用料3 

令和３年度 3,916 円/20 ㎥ 4,135 円/20 ㎥ 

令和４年度 3,916 円/20 ㎥ 4,112 円/20 ㎥ 

令和５年度 3,916 円/20 ㎥ 4,129 円/20 ㎥ 

 

                                                      

1  減免制度の該当条件を満たす場合には 900 円 

2  条例上の使用料とは、一般家庭における 20 ㎥あたりの使用料をいいます。 

3  実質的な使用料とは、料金収入の合計を有収水量の合計で除した値に 20 ㎥を乗じたも

の（家庭用のみでなく業務用を含む）をいいます。 



 

10 

 

図表 9 上下水道使用量早見表 
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(2)使用料水準の比較 

新十津川町の下水道使用料の水準を理解するため、家庭用で 1 か月に 20 ㎥の水を使用し

たという想定で、同一事業内及び近隣団体との使用料水準の比較を行いました。 

なお、特定環境保全公共下水道事業は流域関連公共下水道事業と一体で運営しているこ

とから、比較から除きました。 

 

流域関連公共下水道事業の１月当たりの使用料は 3,916 円で、道内の公共下水道事業全

体では 95 団体中 38 位となり、全道平均に比べて高い水準を示しているものの、空知管内

での比較では平均を下回り、15 団体中 13 位という水準でした。 

 

図表 10 流域関連公共下水道事業の使用料水準 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

流域関連公共下水道事業 

一般家庭の 1 月当たり使用料     3,916 円/20 ㎥ 

（全道平均 3,687 円/20 ㎡） 

道内公共下水道全体          38 位/95 団体 

空知管内公共下水道全体       13 位/15 団体 
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農業集落排水事業の 1 月当たりの使用料は公共下水道と同様に 3,916 円で、道内の農業

集落排水事業全体では 48 団体中 10 位となり、全道平均に比べて高い水準を示しているも

のの、空知管内での比較では平均を下回り、11 団体中 8 位という水準で、公共下水道事業

と同様の傾向を示しました。 

 

図表 11 農業集落排水事業の使用料水準 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

なお、上記使用料水準の比較に当たっては総務省から公表されている令和 5 年度地方公

営企業決算状況調査の数値を使用し、新十津川町が独自に算出しました。 

  

農業集落排水事業 

一般家庭の 1 月当たり使用料        3,916 円/20 ㎥ 

（全道平均 3,664 円/20 ㎡） 

道内農業集落排水事業全体        10 位/48 団体 

空知管内農業集落排水事業全体         8 位/11 団体 
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5．民間活力の活用等 

 

 民間活力の活用や資産活用の状況をまとめると以下のとおりです。 

 管渠を除く全ての施設（中継ポンプ場、マンホールポンプ所、農業集落排水処理場）に

ついて、施設管理を委託し、積極的に民間を活用して効率的な事業運営に努めています。 

 指定管理者制度や PPP/PFI について現状はその仕組みを活用していませんが、ウォータ

ーPPP などの新たな取組みも含め、効率的な事業運営の方法を引き続き検討してまいりま

す。 

 下水熱・下水汚泥などのエネルギー利用については、石狩川流域下水道（奈井江浄化セ

ンター）では利用されていますが、新十津川町での導入は、事業規模や採算を考慮すると

難しい状況です。引き続き情報収集に努め、導入可能性を検討してまいります。 

 土地や施設等の利用については、未利用の資産がないため、検討していません。 

 

図表 12 民間活力の状況と資産活用の状況 

事業 公共 特環 農集 

 

民
間
活
用
の
状
況 

民間委託 
（包括的民間委託 
 を含む） 

マンホールポン

プ所、みどり中

継ポンプ場の施

設管理を委託 

マンホールポン

プ所の施設管理

を委託 

処理場及びマン

ホールポンプ所

の施設管理を委

託 

指定管理者制度 なし なし なし 

ＰＰＰ/ＰＦＩ なし なし なし 

 

資
産
活
用
の
状
況 

エネルギー利用 
（下水熱・下水汚泥・ 
 発電等） 

なし なし なし 

土地・施設等利用 
（未利用土地・施設 

 の活用等） 

なし なし なし 
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Ⅲ．経営指標に基づく経営分析 
 

現状の分析を行い、課題を識別し、解決策を検討するにあたっては経営指標に基づく経営分

析を行うことが有用です。本経営戦略の改定にあたり、近隣団体及び当町の下水道事業と類似

する団体等を比較対象として経営分析を行うことで、経営課題を識別することとしました。 

なお、事業規模が小さく流域関連公共下水道事業と合わせて管理している特別環境保全公共

下水道事業は個別の分析対象から除外し、以下、公共下水道事業として分析を行います。 

1.分析の実施方法 

(1)分析に使用したデータ 

総務省のホームページによって公表されている経営指標や過去の指標、経営分析結果を

用いて経営上の課題を抽出させるための現状把握・分析を行います。また、各種指標の意

味等について解説します。 

(2)比較対象団体の選定 

比較対象団体については、総務省が公表する「令和 4 年度下水道事業経営指標・下水道

使用料の概要」で使用される以下の類型区分を利用しました。そのため、下記の表に従い、

新十津川町の公共下水道事業については「Ed1」、農業集落排水事業については「d1」とし

ます。 

図表 13 公共下水道事業区分一覧表 

 

 

図表 14 農業集落排水事業区分一覧表 

 

 

各事業別に上記区分に当てはめ、同一区分に該当する団体から原則として空知管内の団

処理区域内人口区分 有収水量密度別区分 供用開始後年度別区分 類型区分 団体数

25年以上 Ed1 56

15年以上25年未満 Ed2 60

5年以上15年未満 Ed3 13

5年未満 Ed4 1

5千人未満 2.5千㎥/ha未満

有収水量密度別区分 供用開始後年度別区分 類型区分 団体数

25年以上 d1 573

15年以上25年未満 d2 204

5年以上15年未満 d3 6

5年未満 d4 1

2.5千㎥/ha未満



 

15 

 

体を抽出しました。分析に利用した経営指標が法適用団体のみを対象とする場合には法適

用団体のみから同様に抽出しました。また、農業集落排水事業については同一の累計区分

に該当する団体のみを比較対象団体としました。このような方針で以下のとおり比較対象

団体を決定しました。 

 

図表 15 選定した比較対象団体一覧 

 

※法適用の区分については、令和 4 年度時点での状況を示しています。 

  

事業 法適用 同一類型区分 他の類型区分

法適 ― 滝川市・赤平市

非適 歌志内市・奈井江町・美深町 美唄市・芦別市

法適 ― ―

非適 ―

公共

農排 由仁町・⾧沼町・月形町・

妹背牛町・秩父別町



 

16 

 

(3)分析に使用した経営指標について 

当町の経営戦略において使用した経営指標は以下のとおりです。 

～事業の概要に関する経営指標～ 

各種の下水道を総合的に調整し整備していくに当たっては、その整備目標の設定と整備

の進捗度の把握を行い、更にこれを議会や住民に説明し理解を得るため、各種の下水道の

整備状況を総合的に把握、評価することが不可欠であり、その評価結果を示す指標です。 

 

図表 16 事業の概要に関する経営指標の説明 

指標 内容 

進捗率(%) 

全体計画人口に占める処理区域内人口の割合です。全体計画に対し

ての進捗状況を表します。 

(数式)現在処理区域内人口/全体計画人口 

一般家庭使用(円) 
一般家庭において 1 ヶ月あたり 20 ㎥使用した場合に下水道使用料

として徴収される金額です。 

処理区域内 

人口密度(人/ha) 

処理区域面積１ha あたりの処理区域内人口を表したものです。 

(数式)現在処理区域内人口/現在処理区域内面積 

 

～施設の効率性に関する指標～ 

下水道事業は、先行的に施設整備を行う事業です。供用開始後、汚水処理サービスの対

価として使用料を収入することにより、施設建設に要した経費を回収するものです。また、

このような経費は汚水量の多寡に関連しない固定的な経費でもあることから、早期の水洗

化等により施設の利用効率を高める必要があります。さらに、有収率を高めることにより

使用料収入の確保を図り、投下した資本を早期に回収する必要があります。 

 

図表 17 施設の効率性に関する経営指標の説明 

指標 内容 

施設利用率 

(%) 

現在晴天時平均処理水量を現在処理能力(晴天時)で除したものです。 

施設がどの程度利用されているのかを示します。 

(数式)現在晴天時平均処理水量/現在処理能力 

有収率 

(%) 

処理した汚水のうち使用料徴収の対象となる有収水の割合です。有

収率が高いほど使用料徴収の対象とできない不明水が少なく、効率

的であるということができます。 

(数式)年間有収水量/年間汚水処理水量 
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水洗化率 

(%) 

現在処理区域内人口のうち、実際に水洗便所を設置して汚水を処理

している人口の割合です。 

(数式)現在水洗便所設置済人口/現在処理区域内人口 

 

～経営の効率性に関する指標～ 

下水道事業は、地方財政法上の公営企業とされており、一般会計との間の適正な経費負

担区分を前提として、その事業に伴う収入によってその経費を賄うという独立採算制の原

則が適用されています。 

一般会計による負担によってその経費を賄うことが認められている経費としては、雨水

処理費、分流式下水道等に要する経費、高度処理費、高資本費対策経費等があります。こ

れら以外の経費を決算統計上は「汚水処理経費」として整理しており、これを下水道事業

の経営に伴う収入で賄わなければならないこととなります。 

 

図表 18 経営の効率性に関する経営指標の説明 

指標 内容 

使用料単価 

(円/㎥) 

有収水量 1 ㎥あたりの使用料収入であり、使用料の水準を示しま

す。 

(数式)使用料収入/年間有収水量 

汚水処理原価 

(円/㎥) 

有収水量 1 ㎥あたりの汚水処理費であり、その水準を示します。汚

水処理費は、維持管理費と資本費とに分けられます。 

(数式)汚水処理費/年間有収水量 

経費回収率 

(％) 

汚水処理に要した費用に対する、使用料による回収程度を示す指標

です。下水道の経営は、経費の負担区分を踏まえて汚水処理費全て

を使用料によって賄うことが原則です。 

(数式)使用料収入/汚水処理費 

職員 1 人あたりの 

処理区域内人口 

(人/人) 

処理区域内人口を職員数で除したものです。 
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～財政状態の健全性に関する指標～ 

下水道事業は、一般に事業規模も大きく、地方公共団体の財政運営や住民生活に与える

影響が大きいです。事業経営の健全性を確保するとともに、経営基盤の強化を図ることが

急務となっています。したがって、少なくとも地方公営企業法の財務規定等の適用を行い、

事業の経営状態や財政状態を明確にする必要があります。 

 

図表 19 財政状態の健全性に関する経営指標 

指標 内容 

総収支比率 

(%) 

総収益と総費用の比率を表したものです。100％未満であると総収支

が赤字であることを示します。 

(数式)総収益/総費用 

経常収支比率 

(%) 

経常収益と経常費用の比率を表したものです。100％未満であると経

常収支が赤字であることを示しています。なお、法非適用企業にお

いては総収益を総費用と地方債償還金の合計で除した値としていま

す。 

(数式)経常収益/経常費用 

処理区域内人口 1 人

あたり企業債残高

(千円/人) 

企業債(地方債)現在高を処理区域内人口で除したものです。 

  



 

19 

 

2．経営分析の実施結果 

(1)レーダーチャートによる類似団体平均との比較 

新十津川町の下水道事業の各指標について、レーダーチャートを用いて、類似団体平均

と比較をしました。指標ごとの類似団体平均値を 1 とし、当該平均値と比べた新十津川町

の値の倍率を算出し、記載しています。 

まず、レーダーチャートの見方について説明します。指標には値が小さければ小さいほ

ど良いものと、値が大きければ大きいほど良いものがあります。すなわち指標ごとにチャ

ートの内側にあるとより良いものと外側にあるとより良いものに分かれています。それを

一覧表にまとめたのが下の図表です。例えば、進捗率は、全体計画人口に占める処理区域

内人口の割合を算出したものであり、全体計画に対しての進捗状況を示します。そのため

値が大きくレーダーチャートの外側にあるほど、全体計画に対して進捗状況が良いと読み

取れます。一方で汚水処理原価は、有収水量 1 ㎥あたりの汚水処理費であり、その費用は

少ないほど良いため、値が小さくチャートの内側にあるほど良いと考えられます。 

 

図表 20 レーダーチャートの見方  

 

※指標ごとにレーダーチャートの内側と外側のどちらがより良いかを◎で示しています。 

 

次に、Ａ町（説明用の架空の町）を例に、レーダーチャートの各指標の倍率についてそ

れぞれ見てみると、進捗率は 1.2、一般家庭使用料は 0.8、処理区域内人口密度は 0.9、施

設利用率は 1.3、有収率は 0.7、水洗化率は 1.1、使用料単価は 1.0、汚水処理原価 0.6、経

費回収率は 1.2、職員 1 人あたりの処理区域内人口は 1.05、総収支比率は 0.8、経常収支比

率は 1.2、処理区域内人口 1 人あたりの企業債残高は 0.8 となっています。進捗率を例にす

視点 指標 内側 外側

進捗率(%) ◎

一般家庭使用料(1ヶ月20㎥あたり)(円) ◎

処理区域内人口密度(人/ha) ◎

施設利用率(%) ◎

有収率(％) ◎

水洗化率(％) ◎

使用料単価(円/㎥) ◎

汚水処理原価(円/㎥) ◎

経費回収率(％) ◎

職員1人あたりの処理区域内人口(人/人) ◎

総収支比率(％) ◎

経常収支比率(％) ◎

処理区域内人口1人あたりの企業債残高(千円/人) ◎

事業の概要

施設の効率性

財政状態の

健全性

経営の効率性
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ると、類似団体の平均値と比べて A 町での進捗率は 1.2 倍ということが読み取れます。先

に説明したレーダーチャートの見方と合わせると、進捗率は、値が大きくレーダーチャー

トの外側にあるほうが良いと考えらえるため、類似団体に比べて、より望ましい状況にあ

ることが読み取れます。 

 

図表 21 レーダーチャートの例（A 町） 
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新十津川町の公共下水道事業について、類似団体の各指標の平均値と比較し、レーダー

チャートにまとめました。詳細は、次の識別された課題にて述べますが、類似団体と比較

して大きく異なっている指標について紹介します。なお、施設利用率については、処理場

を所有しておらず数値が 0 であるため、分析から外しています。 

まず、事業の概要を示す進捗率は 1.51 となっており、全体計画人口に占める処理区域内

人口の割合が類似団体平均よりも高く、進捗が良いことが読み取れます。 

次に、施設の効率性を示す水洗化率は 1.31 となっており、現在処理区域内人口のうち実

際に水洗便所を設置して汚水を処理している人口の割合が類似団体平均よりも高く、施設

を効率的に使えていることが読み取れます。一方で、有収率は 0.85 となっており、処理し

た汚水のうち使用料徴収の対象となる有収水の割合が類似団体平均よりも低いため、その

点では施設を効率的に使えていないことが読み取れます。 

また、経営の効率性を示す経費回収率は 1.52 となっており、汚水処理に要した費用に対

する使用料による回収の程度が類似団体の平均よりも高く、効率的な経営ができていると

読み取れます。 

そして、財政状態の健全性を示す総収支比率は 1.47、処理区域内人口 1 人あたりの企業

債残高では 0.29 となっています。総収支比率は値が高い方がよく、処理区域内人口 1 人あ

たりの企業債残高は値が低い方が良いため、新十津川町は類似団体平均よりも財政状態が

健全であると考えられます。 

 

図表 22 類似団体平均との比較(公共下水道事業) 

 

 

 

分析結果（公共下水道事業） 
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■有収率が低い 

有収率が低い原因として、不明水の流入が挙げられ、不明水の発生原因としては、管渠

の接続部分、マンホール等からの流入や、汚水桝と雨水桝の誤接続による雨水の流入、無

届排水設備からの汚水の流入、井戸水等の認定水量と実際の使用水量との誤差の発生等が

考えられます。 

このような不明水が多いと、使用料を徴求できない水処理に多くの費用が発生するため、

効率的な事業運営を阻害する要因となってきますので、原因の調査を実施し適切な対策を

講じる必要があると考えられます。 

  

識別された課題（公共下水道事業） 
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新十津川町の農業集落排水事業について類似団体の各指標の平均値と比較し、レーダー

チャートにまとめました。詳細は、次の識別された課題にて述べますが、類似団体と比較

して大きく異なっている指標について簡単に説明します。なお、職員一人あたりの処理区

域内人口については分析から外しています。 

まず、事業の概要を示す進捗率は 0.69 となっており、全体計画人口に占める処理区域内

人口の割合が類似団体平均よりも低く、進捗が良くないことが読み取れます。 

次に、施設の効率性を示す処理区域内人口密度は 0.75、施設利用率は 0.53、有収率は

0.85 となっており、類似団体平均よりも低くなっています。これらの指標はレーダーチャ

ートの外側にあることが望ましいため、施設を効率的に使えていないことが読み取れます。 

また、経営の効率性を示す使用料単価は 1.41、汚水処理原価は 1.27 となっており、使用

料単価も汚水処理原価も類似団体平均よりも高い水準であることが読み取れます。 

そして、財政状態の健全性を示す総収支比率は 1.90 となっており、財政状態が健全であ

ることが読み取れます。一方で、処理区域内人口 1 人あたりの企業債残高は 1.44 となって

おり、類似団体平均よりも 1 人あたりの企業債現在高の負担が高い水準であることが読み

取れ、その点では財政状態に改善の余地があることが読み取れます。 

 

図表 23 類似団体平均との比較(農業集落排水事業) 

 

 

 

 

 

 

分析結果（農業集落排水事業） 
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■施設利用率が低い 

現状の施設に対する利用率が低く、類似団体平均と比べても半分以下となっています。

これは計画に比して処理水量が少ないことが要因です。今後も人口減少が進むと見込まれ

る中、施設の維持・更新の必要性について、慎重に判断をする必要があると考えられます。 

■有収率が低い 

公共下水道と同様、有収率が低い原因として、不明水の流入が挙げられます。 

不明水が多いと、使用料を徴求できない水処理に多くの費用が発生するため、効率的な

事業運営を阻害する要因となってきます。効率的な事業運営を確保するため、原因の調査

を実施し適切な対策を講じる必要があると考えられます。 

 

■人口一人当たりの企業債残高が過大 

企業債の残高が人口に比べて多い状況であり、財政状態の安全性を確保するため、企業

債残高の圧縮を積極的に進めていく必要があると考えられます。 

  

識別された課題（農業集落排水事業） 
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(2)指標別の近隣団体等との比較分析結果 

各指標につき、令和 4 年度の近隣団体データとの比較も交えながら、類似団体平均との

比較分析を実施していきます。  

 

1. ǵҧ  ר

Ū ѫ (%) 

【公共下水道事業】 

・新十津川町は処理場を所有していないため、算定不能です。 

 

【農業集落排水事業】 

近隣団体比較

 

経年比較

 

 

 

 

分析結果 

・農業集落排水事業の施設利用率は、類似団体平均比でも近隣団体比でも大幅に下回って

おり、経年比較でも横ばいとなっています。今後の人口減少による利用率の低下を鑑みる

と更なる施設利用率の低下が見込まれるため、施設のダウンサイズの検討や事業の広域化

を検討する必要があります。 
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ū ֛ (%) 

【公共下水道事業】 

近隣団体比較

 

経年比較

 

 

【農業集落排水事業】 

近隣団体比較

 

経年比較 

 

 

分析結果 

・公共下水道事業における有収率は、近隣団体に比べると高めであるものの、類似団体平

均を 3 ポイント下回っており、経年で比較すると、類似団体平均は年々上昇しているのに

対し、当町は令和 2 年度より低下傾向にあります。不明水の原因の調査等を実施し適切な

対策を講じる必要があります。 

・農業集落排水事業における有収率は、類似団体平均を下回っており、経年比較で分析す

ると、当町は上昇傾向にあるものの、引き続き不明水の原因の調査等を実施し適切な対策

を講じる必要があります。 
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Ŭ ӓ (%) 

【公共下水道事業】 

近隣団体比較 

 

経年比較 

 
 

【農業集落排水事業】 

近隣団体比較 

 

経年比較 

 

 

分析結果 

・公共下水道事業の水洗化率は、類似団体平均比でも近隣団体比でも高水準であり、経年

比較でも類似団体平均が年々低下している中、合併浄化槽設置補助制度の施策も相まって

高水準を維持しています。 

・農業集落排水事業の水洗化率についても、近隣団体比で遜色なく、類似団体平均比を上

回り、経年比較でも高水準でほぼ横ばいとなっています。  
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2. ᵣǵҧ  ר

Ū̓ Ӵ͔(Л/ ) 

【公共下水道事業】 

近隣団体比較 

 

経年比較 

 

 

【農業集落排水事業】 

近隣団体比較 

 

経年比較 

 

 

分析結果 

・公共下水道事業、農業集落排水事業における使用料単価については、総収支比率と共に

検討する必要があります。公営企業では、独立採算の観点で、総括原価主義により事業経

費を回収できる程度の水準に使用料を適時見直していくことが求められています。そのた

め、総収支比率における現状分析で後述します。 
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ū ы ԍ͔(Л/ )  

【公共下水道事業】 

近隣団体比較 

 

経年比較 

 

 

【農業集落排水事業】 

近隣団体比較 

 

経年比較 

 

 

分析結果 

・公共下水道事業の汚水処理原価は、類似団体平均を下回っています。ただし、類似団体

の多くが高コストで収支が見合っていない中での平均であること、当町は令和 4 年度時点

では法非適用企業であるため、資金収支ベースでの分析となっており、減価償却費等を含

むフルコストの損益収支ベースでの分析ではないことから、継続的にコスト削減の可能性

について検討していく必要があります。 

・農業集落排水事業の汚水処理原価は、類似団体平均を上回っており、令和 3 年度に急増

しています。汚水処理原価は維持管理費と資本費に分類されますが、当町の汚水処理原価

は、令和 3 年度は全額が維持管理費となり、令和 4 年度は維持管理費が 230 円/㎥、資本費

が 108 円/㎥となりました。したがって、維持管理費用の見直し等により経費回収率等も向

上させ、町民の負担を軽減するよう検討していく必要があります。 
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Ŭ ᶥ֛ (%) 

【公共下水道事業】 

近隣団体比較 

 

経年比較 

 

 

【農業集落排水事業】 

近隣団体比較 

 

経年比較 

 

分析結果 

・公共下水道事業の経費回収率は、令和 4 年度で 92％、経年ベースだと若干の変動がある

ものの高水準で推移しています。ただし、当町は令和 4 年度時点では法非適用企業である

ため、資金収支ベースでの分析となっており、減価償却費等を含むフルコストの損益収支

ベースでの分析ではないこと、人口の減少と共に使用料が減少していくことを鑑みると、

継続的にコスト削減の可能性について検討していく必要があります。 

・農業集落排水事業の経費回収率は、前述のとおり汚水処理原価の維持管理費負担が大き

く経費回収率が 66％という水準となっています。これは、類似団体平均は上回るも、本来

使用料で回収すべき経費の回収ができておらず、赤字の補填は他会計からの繰入に依存し

ていることを示しており、コスト削減はもちろん、使用料の見直しを含めた経費回収率向

上に向けた取組みをしていく必要があります。 
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3. ǵβЋר 

Ū ֛ (%) 

【公共下水道事業】 

近隣団体比較 

 

経年比較 

 

 

【農業集落排水事業】 

近隣団体比較 

 

経年比較 

 

 

分析結果 

・総収支比率が 100％超であれば、一般的に総費用を使用料収益で賄えており財政状態は

健全と言えますが、必要な修繕や補修をしないことでも高水準になります。公共下水道事

業では、総収支比率は令和 4 年度で 252%と類似団体平均を大きく上回り、経年比較でも

250%付近で推移していますが、当町は令和 4 年度時点では法非適用企業であるため、資金

収支ベースでの分析となっており、減価償却費等を含むフルコストの損益収支ベースでの

分析ではないことから、追加の修繕等と使用料の見直しを検討していく必要があります。 

・農業集落排水事業についても、公共下水道事業と同様に総収支比率は毎年高い水準で維

持されており、類似団体平均も上回っているため、追加の修繕等と使用料の見直しを検討

していく必要があります。 
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ū ₡֛ (%) 

【公共下水道事業】 

近隣団体比較 

 

経年比較 

 

 

【農業集落排水事業】 

近隣団体比較 

 

経年比較 

 

 

分析結果 

・当町は令和 4 年度時点では法非適用企業であるため、経常収支比率は総費用と地方債償

還金の合計で経常収益を除して算出しています。(法非適用企業においては、算式の分子の

経常収益は総収益の額と一致します。) 上述した通り、当町の公共下水道事業の総収支比

率は類似団体平均や近隣自治体と比して大幅に上回っていますが、経常収支比率に関して

は令和 4 時点で 84.6%にとどまり類似団体平均を下回っています。これは、⾧期前受金の

戻入が多額に発生している影響です。そのため、総収入でみると財政状態は健全であると

いえるが、営業収入のみを鑑みると財政状態は赤字となります。また、農業集落排水事業

についても同様の分析結果です。そのため、両事業を通じてコストカットや使用料単価の

見直しを検討する必要があります。  
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Ŭ˲֥ʝ˲►Ǧȑ̔ ψ (ӧЛ/˲) 

【公共下水道事業】 

近隣団体比較 

 

経年比較 

 

 

【農業集落排水事業】 

近隣団体比較 

 

経年比較 

 

 

分析結果 

・公共下水道事業の人口一人当たり企業債残高は、類似団体平均を大きく下回っており、

経年比較からも年々減少しているため、町民一人当たりの企業債による負担が少ないこと

を示しています。また、農業集落排水事業に関しても、類似団体平均を上回っていますが、

公共下水道事業と合わせると類似団体平均を下回っています。しかしながら、人口減少や

物価高に備えて、慎重な事業運営を実施していくことが求められています。 
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Ⅳ．経営の基本方針 
 

新十津川町では、令和４年 3 月に新十津川町第 6 次総合計画を策定しており、「新たな未

来へ ともに歩もう つながる絆 かわらぬ自然 笑顔のまち」を目指すまちの将来像と

しています。その将来像をもとに、下水道事業では、 

 （１）「快適な暮らしの実現」 

 （２）「安全で安心な下水道」 

 （３）「事業の継続性の確保」 

の３つの経営基本方針を設定し、下水道事業を運営・推進しています。 

 

※新十津川町第 6 次総合計画に基づき作成 
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Ⅴ．経営課題と経営改善策 
 

1． 識別された経営課題 

 

 当町の下水道事業の経営状態について、類似団体や近隣団体と経営指標により比較分析

をした結果、以下の課題が識別されました。施設の効率性や、財政状態の健全性に関する

経営課題ですが、今後、人口減少が進み、使用料収入が減少することによって、より一層

その課題が顕在化してくることが予想されます。 

 

図表 24 経営課題 

視点 公共 農集 

施設の効率性 ■有収率が低い 

 

■施設利用率が低い 

■有収率が低い 

財政状態の健全性  ■人口一人当たりの

企業債残高が過大 

 

2．今後に向けた経営改善策 

 

 経営の基本方針として掲げた「事業の継続性の確保」のため、識別された経営課題につ

いては対策を講じていきます。有収率の向上のため、管路調査を実施し、より効率的な事

業運営を目指していきたいと考えています。また、農集における施設利用率の低さや、過

大な企業債残高等の課題については、今後人口減少により使用料収入が減少することによ

り、一層影響が大きくなることが予想されます。この点においては、事業の状況に応じて、

あるべき使用料水準を検討し、必要な使用料改定を行うことにより経営状態の改善を進め

ていきたいと考えています。 
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Ⅵ．投資・財政計画の策定 

1．将来の事業環境予測 

（１）処理区域内人口の予測 

Ū ǚȓȅǮǵ˲֥  

 少子化のトレンドに沿って人口は減少傾向にあります。人口減少を抑えるための様々な

取り組みを町として実施していますが、今後の状況については不透明な状況にあります。 

 

図表 25 人口推移 
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ū ˹♥ǵ˲֥˔  

 今後の人口については、第 2 期新十津川町まち・ひと・しごと創生総合戦略の中で定め

た人口ビジョンの目標人口を基礎として、以下のように予測しています。人口予測に当た

っては、令和 5 年度の人口を基礎として、人口ビジョンにおける目標人口の人口減少率に

沿って、人口が逓減する推計としています。 

 

図表 26 今後の人口予測 
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（２）有収水量及び使用料収入の予測 

 有収水量の予測にあたっては、人口減少に比例して有収水量が減少する推計としていま

す。当町では大口需要家による影響は限定的であるため、人口減少と有収水量が比例する

という仮定は実態に合致しているものと判断しています。なお、これは有収率が一定であ

るとの前提による有収水量の推計となりますが、前述のとおり、有収率の向上に向けて原

因調査等の取り組みを進め、有収率を向上させた上でより効率的な経営を進めたいと考え

ています。 

 

図表 27 有収水量及び使用料収入の予測 

 

 

（３）施設の見通し 

 施設については、適切な修繕を行いながら、より⾧く大事に使用し、維持していくこと

を考えています。しかしながら、人口が減少していく中で、将来的には施設の維持・更新

が難しい状況が生じることも想定されます。この点については、定期的に現状を確認し、

経営戦略の見直しを行う中で、慎重に検討していきます。 

 

（４）組織の見通し 

 組織については、必要最小限の人数で効率的な運営を進めています。今後も効率的な事

業運営に努めるとともに、効率的な事業運営を維持するために必要な人材の育成について

も併せて取り組んでいきます。 
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2．投資・財政計画の策定に当たっての説明 

ǵѼ ̏ 

 投資・財政計画の策定にあたり、次のように前提条件を設定しました。設定した条件の

うち、計画に関して重要な条件については詳細を後述します。なお、計画期間は 10 年間で

すが、将来目標を検討するため、30 年間の推計を実施しました。 

 

 

  

■収益的収支

設定条件

下水道事業収益

営業収益 下水道使用料
使用料単価は令和5年度の実績単価187.70円/㎥（税抜）を採用。
今後の料金改定は変数とする。
有収水量はR5実績から人口減少に比例して減少する推計とする。

他会計負担金 雨水分は元金の償還がR7で終了するため、考慮しない。

その他営業収益 ゼロとする。

営業外収益 他会計補助金 税込での収益的収支不足額を一般会計から繰り入れるものとする。

長期前受金戻入
既存分は固定資産台帳データを元に、新規分は対象となる固定資産の耐用年数に
応じて推計する。

補助金 計画策定費用の発生を見積り、50%の補助を前提として推計する。

雑収益 R6予算と同額とする。

特別利益 その他特別利益 ゼロとする。

下水道事業費用

営業費用 管渠費
・委託料・修繕費について、R7はR5実績・R6予算の平均値とし、R8以降は物価変動
により上昇する推計とする。
・委託料は計画策定費用の発生を見積もった数値により推計する。

ポンプ場費 ・R7はR5実績・R6予算の平均値とし、R8以降は物価変動により上昇する。
処理場費 ・R7はR5実績・R6予算の平均値とし、R8以降は物価変動により上昇する。
業務費 ・R7はR5実績・R6予算の平均値とし、R8以降は物価変動により上昇する。
総係費 ・R7はR5実績・R6予算の平均値とし、R8以降は物価変動により上昇する。
流域下水道管理運営費
負担金

R7〜R1２までは、石狩川流域下水道経営戦略における構成市町負担金の推計に
比例してR6予算数値から上昇する推計とする。R13以降はR12と同額とする。

減価償却費
既存分は固定資産台帳データを元に、新規分は対象となる固定資産の耐用年数に
応じて推計する。

資産減耗費 ゼロとする。

営業外費用 支払利息 企業債の残高に応じて推計する。

雑支出 ゼロとする。

特別損失 その他特別損失 ゼロとする。

■資本的収支

設定条件

1 下水道事業資本的収入

企業債

出資金

国庫補助金

負担金等

1 下水道事業資本的支出

建設改良費 管渠建設費 建設改良費及びその財源に関して作成した計画に基づき推計する。

処理場改良費 建設改良費及びその財源に関して作成した計画に基づき推計する。

流域下水道建設負担金
R7〜R1２までは、石狩川流域下水道経営戦略における構成市町負担金の推計に
比例してR6予算数値から上昇する推計とする。R13以降はR12と同額とする。

償還スケジュールに基づいて推計

科目

科目

企業債償還金

建設改良費及びその財源に関して作成した計画に基づき推計する。

資本的収支不足額から当年度損益勘定留保資金を控除した額とする。

建設改良費及びその財源に関して作成した計画に基づき推計する。

ゼロとする。
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 ǲǫǋǭǵ  

  公共・特環・農集のいずれにおいても供用開始から 20 年以上が経過しており、機器関

係を中心に一部設備は更新時期を迎えています。公共・特環は、ストックマネジメント事

業計画に基づき、農集は、機器ごとの老朽化に応じた個別の維持更新計画に基づき建設改

良費の推計を実施しました。中⾧期的に安定的かつ衛生的な汚水処理を可能とするため、

必要な施設・設備を維持し、計画通りに更新を進め、目標耐用年数まで使用する中で、維

持・更新費用を最小限に留めることで、徹底して効率的な更新投資を進めることを目指し

ています。 

 計画通りに更新投資を進めた場合、耐用年数を経過した資産の割合を示す老朽化比率は

以下のとおりとなります。なお、公共の管渠の整備後 50 年が経過する令和 22 年度から、

更新投資により管渠の更新費用が年 1 百万円から年 30 百万円に増加し、緩やかに老朽化比

率の上昇が抑えられる推計となっています。 

 

図表 28 老朽化比率の見込（事業全体） 

 

   ※更新費用＝除却資産の取得価額、除却資産は全て償却済みという前提で簡便的に試算しています。 

  

このように、老朽化比率は上昇していきますが、計画に基づく効率的な更新投資を進め

ることにより、推計を実施した 30 年間において、老朽化比率は 9 割未満を維持できる試算

となりました。 

 資金不足等を理由に必要な投資を見送ると、老朽化比率の上昇に歯止めがかからず、安

定的かつ衛生的な汚水処理の実現に支障をきたすことも考えられます。したがって、本戦

略に沿って計画的に更新投資を実施していくことを前提として、老朽化比率の目標を、令

和 36 年度において 90%未満、と設定しました。 

 

 

 

目標 令和 36年度の老朽化比率を90%未満に維持する。 
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投資について、公共及び特環については、策定済みのストックマネジメント計画等に従

って年度毎に発生が見込まれる事業費を積み上げて積算しています。具体的には、目標耐

用年数に応じた設備の更新費用を積算するとともに、管渠については耐用年数経過前と経

過後に分けて、必要な費用の見積もりを実施しています。また、農集については、令和 6

年度から令和 10 年度にかけて実施する大和地区処理場更新事業の費用を適切に積算して、

投資計画に反映しています。 

 

図表 29 建設改良費の推計に織り込んだ主な事業 

＜管路更新＞ 

 ・公共 管整備50年経過前のR21 までは 1百万円/年、経過後のR22からは30百万円/年 

 ・特環 管整備50年経過後のR35から 10百万円/年の更新費用 

 

＜特定の事業＞ 

 ・特環 石狩川丘陵堤整備移設補償事業（R6-R9）計 183百万円の事業費 

 ・農集 大和地区処理場更新事業（R6-R10）計 126百万円の事業費 

 

 

 

 

令和 5 年度までに起債済みの企業債については財務会計システム上の企業債台帳から集

計した数値により、将来の企業債償還額を集計しました。 

新発債については、簡便的に 5 年据置の 40 年償還として、償還額を推計しました。 

また、支払利息については、直近の実績である 0.5%/年という利率が継続するパターン

と、計画期間の 10 年間に渡り、毎年 0.06%ずつ利率が上昇するパターンを作成し、その影

響を検討しました。日本銀行が、これまでの「⾧短金利操作付き量的・質的金融緩和」の

枠組みおよびマイナス金利政策を終了したこともあり、不透明ではあるものの利率の上昇

が見込まれることを考慮し、最終的な計画上は 0.5%からスタートし、計画期間にわたり毎

年 0.06%ずつ利率が上昇する推計としました。 

 

図表 30 支払利息の推計 

 

 

 

  

˂ ╤̳

R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16

ᵏ 8,187 6,548 5,237 4,321 3,629 3,047 2,630 2,415 2,305 2,245

8,187 6,582 5,357 4,579 4,067 3,619 3,251 3,093 3,064 3,088

建設改良費の推計 

企業債償還金の推計 
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 ֛ ǵǍǨ ǲǫǋǭǵ  

 財源については、以下の前提で積算しました。使用料については、住民への説明などの

準備期間等も考慮し、計画 5 年目である令和 11 年度に使用料を改定する前提として、必要

な使用料改定率を検討し、収支計画の数値を比較検討しました。検討の結果、令和 11 年度

に 20%の使用料改定を実施する前提での計画としています。 

 

図表 31 財源に関する前提条件 

財源 試算方法 

使用料収益 

（営業収益） 

使用料単価は令和 5 年度の実績単価 187.70 円/㎥（税抜）を採用。 

今後の料金改定は変数として検討し、計画上は令和 11 年度に 20%の

使用料改定を実施する前提としている。 

有収水量は R5 実績から人口減少に比例して減少する推計とする。 

他会計補助金 

（営業外収益） 

税込での収益的収支不足額を一般会計から繰り入れるものとする。 

他会計補助金 

（資本的収入） 

資本的収支不足額から当年度損益勘定留保資金（減価償却費−⾧期前

受金戻入）を控除した額を一般会計から繰入れる。 

補助金 

（営業外収益） 

計画策定費用の発生を見積り、50%の補助を前提として推計する。 

企業債 

（資本的収入） 

建設改良費及びその財源に関して作成した計画に基づき推計する。 

国庫補助金 

（資本的収入） 

建設改良費及びその財源に関して作成した計画に基づき推計する。 
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令和 5 年 4 月 3 日付の国土交通省の通知により、下水道事業の社会資本整備総合交付金

等の交付要件が見直されました。 

具体的には、公営企業会計に基づく予算・決算に移行した年度以降、少なくとも 5 年に

1 回の頻度で、下水道使用料の改定の必要性に関する検証を行うとともに、検証結果を踏

まえ、経費回収率の向上に向けたロードマップ（概ね 10 年程度で段階的な使用料適正化や

経営改善等の具体的取組、実施予定時期及び業績指標を記載（有識者等の意見を聴いて策

定されたもの））を経営戦略に記載し、当該経営戦略を国土交通省へ提出するとともにホ

ームページ等において公表すること、が交付要件となりました。 

最も早い団体は令和 7 年度の交付分から適用になりますが、当町の移行は令和 5 年度の

ため、令和 10 年度の交付分から適用となり、令和 10 年度の交付金を受けるためには、令

和 9 年度末までに上記の要件を充足していることが必要になります。 

交付要件を充たせず不交付になると、必要な投資の財源を調達できなくなり、ひいては、

投資の抑制による住民サービスの低下や一般会計からの基準外繰入で賄うことによる町の

財政の圧迫につながる可能性もあります。 

他方、交付要件を充たすには、概ね 10 年程度で段階的な使用料適正化（値上げ）等をし

て経費回収率を向上させる（経費回収率を 100%にする）ロードマップを、令和 9 年度ま

でに作成する必要があり、それには、使用料改定の影響を受ける住民をはじめとするステ

ークホルダーの皆様に時間をかけて説明をし、コンセンサスを取ることが前提になります。 

このような近い将来における課題も踏まえた上で、計画初年度の令和 7 年度からの累計

数値で収支均衡に必要な使用料改定率を算出しました。 

使用料改定率は、現在の使用料を 100%として何％の値上げが必要かを示し、損益収支

方式における R7-11 では、この 5 年間で収支均衡するには令和 7 年度期初で 80.42%の使

用料改定が、R7-16 では、この 10 年間で収支均衡するには令和 7 年度期初で 90.37%の使

用料改定が必要なことを示しています。 

 損益面においても、資金面においても、自律的な事業運営を目指すには、相当の値上げ

が必要であるという試算となりました。 

したがって、定期的に経営戦略を見直すタイミングで、継続的にあるべき使用料改定を

検討しつつ、実際の使用料改定は、住民への負担を考慮して激変緩和措置を講ずる必要が

あると考えます。 

図表 32 使用料改定率の算定結果 

改定率算出方法 R7-11 R7-16 R7-21 R7-26 R7-31 R7-36 

損益収支方式 80.42% 90.37% 99.74% 110.00% 118.15% 114.65% 

資金収支方式 88.85% 53.46% 40.64% 37.82% 40.05% 45.45% 

注）損益収支方式では、減価償却費等も含めたフルコストの収支計算となっています。 

使用料改定率の検討 
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なお、使用料改定率のうち、損益計算書での収支均衡を前提とした使用料改定率（損益

収支方式）の試算結果の明細は以下のとおりです。下水道管理運営費のうち一般会計が負

担すべき経費は、公費で負担すべき経費として、使用料収入で回収すべき経費から控除し

ています。 

図表 33 使用料改定率の算出結果（損益収支方式） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ạ Ῠת Ẑ Ἵằ̫תּ Ủ

ͮ₣ ш ̘̓ Ẑ ˂ ╤̳ ˀͮ

Ḁᴁ Ḁᴁ Ḁᴁ Ḁᴁ Ḁᴁ Ḁᴁ

ͮ₣ Ỏԃ

̘ԃ 1,040,957 2,107,122 3,174,627 4,249,746 5,236,390 5,762,838

шӑ 30,083 47,974 74,081 101,097 127,204 145,129

Ὼ 20,179 41,493 63,275 85,057 106,840 128,622

ᾐ Ὼ 38,508 79,181 120,748 162,316 203,883 245,451

ԃ 68,041 139,906 213,353 286,800 360,247 433,694

Ꞌג 1,676 3,447 5,257 7,066 8,876 10,686

˞ͮ₣ ш ̘̓ ֖ 76,007 154,448 232,889 311,330 389,771 468,212

ᵂͻᾦҮ 806,463 1,640,673 2,465,023 3,296,079 4,039,569 4,331,045

ỉẏᵂ 0 0 0 0 0 0

̘ԃϑ 28,773 44,890 61,191 81,733 111,880 147,921

1,069,730 2,152,012 3,235,818 4,331,479 5,348,270 5,910,759

ᶛᾤϼ Ẑ
Ḁᴁ Ḁᴁ Ḁᴁ Ḁᴁ Ḁᴁ Ḁᴁ

ᶀ ת 40,594 53,892 66,087 78,868 92,237 106,192

ѻ◗ἵ֖ 428,919 881,205 1,333,682 1,791,443 2,203,235 2,360,976

469,512 935,098 1,399,769 1,870,311 2,295,471 2,467,168

Ạ Ἵ ᴳḗ ѻ Ạ π
Ḁᴁ Ḁᴁ Ḁᴁ Ḁᴁ Ḁᴁ Ḁᴁ

Ạ Ῠת ῲҊ ῲҊ 600,218 1,216,914 1,836,048 2,461,168 3,052,799 3,443,592

Ạ Ἵ 332,674 639,249 919,217 1,172,009 1,399,425 1,604,260

Ἵ ϼטּ Ἵ Σ 267,544 577,665 916,832 1,289,159 1,653,374 1,839,332

ѻ Ạ π 80.42% 90.37% 99.74% 110.00% 118.15% 114.65%

ͮ₣ ш ̘̓ Ḁᴁ

ᶛᾤϼ Ḁᴁ
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 使用料改定の時期及び率の決定にあたり、以下のとおり、複数パターンで使用料改定率

と経費回収率の関係を推計しました。 

改定なしのパターン、令和 10 年度に 10%又は 20%値上げをするパターン、更にその 5

年後にもう 1 度同率の値上げをする５パターンを比較して、あるべき状況を検討しました。 

 計画初年度の令和 7 年度の経費回収率は 53.8%ですが、ここから経費回収率をいかに向

上させ、自律的な経営を目指すかが重要となります。 

令和 10 年度に使用料改定をした場合、同年度における経費回収率は、10%改定では

62.4%、20%改定では 68.1%という試算となりました。本来、経費回収率は 100%が理想で

すが、住民負担を考慮し、今回の経営戦略では使用料改定率 20%、経費回収率 60%程度を

一つの目標として設定したいと考えています。 

令和 10 年度に 20%の改定をすれば、経費回収率は、以降の各年度において 60%前後で

推移し、計画期間が終了する令和 16 年度の経費回収率は 59.0%となり、60%程度まで向上

の目標をクリアできる見込みです。 

更に令和 15 年度に再度 20%の使用料改定をすると経費回収率を 70%程度まで向上でき

る見込みです。しかしながら、現時点でそこまで具体的な使用料改定を織り込むのは難し

いことから、令和 10 年度に使用料を改定するとともに令和 9 年度に経営戦略を改定するタ

イミングで、再度あるべき使用料の改定を検討するという方向性にしたいと考えています。 

 

図表 34 使用料改定パターンと経費回収率の推計 

 

 

 

 

  

R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16

ɋπ 53.8% 55.7% 58.6% 56.7% 52.7% 46.6% 52.0% 51.1% 50.1% 49.2%

Ɍ 53.8% 55.7% 58.6% 62.4% 57.9% 51.3% 57.2% 56.2% 55.1% 54.1%

ɍ 53.8% 55.7% 58.6% 68.1% 63.2% 56.0% 62.4% 61.3% 60.1% 59.0%

Ɏ 53.8% 55.7% 58.6% 62.4% 57.9% 51.3% 57.2% 56.2% 60.6% 59.5%

ɏ 53.8% 55.7% 58.6% 68.1% 63.2% 56.0% 62.4% 61.3% 72.1% 70.9%

ת εἽẠ π

目標 住民負担を考慮しつつ、経費回収率を60%程度まで向上させる 

使用料改定の時期及び率の決定 



 

46 

 

 ֛ ǵǍǨ ̊Ẇǵ ǲǫǋǭǵ  

投資以外の経費については、物価上昇率を見込んだ数値で推計を行いました。具体的に

は直近のトレンドとして年平均 2.2%の物価上昇が統計上見られましたが、不確実性も考慮

して、半分の 1.1%/年を推計上の物価上昇率としました。 

 

企業債の利率については、前述のとおり、直近実績の 0.5%をベースとして、年に 0.06%

ずつ金利が上昇する前提で推計を実施しました。 

 

この他毎期固定的に発生するのはポンプ場や処理場の管理経費です。既に汚水中継ポン

プ場・マンホールポンプ所・農業集落排水処理場について包括的民間委託は実施しており、

過去より経費削減に向けた取組みは進められており、その状況は収支計画に反映していま

す。今後の動きとしてはウォーターPPP による効率的な事業運営の確保という動きがあり

ます。公共下水道と特定環境保全公共下水道は流域下水道に接続していることから、当町

独自の取組みとして経費削減を進めることは難しいですが、今後の動向に注視していきた

いと考えています。 

 

 

出典：国土交通省公表資料より引用 
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3．投資・財政計画に未反映又は今後検討予定の取組 

 

 

 

従来は資本的収支・収益的収支の不足分を一般会計から繰り入れるという考え方でした。

令和 5 年度から地方公営企業法を適用しており、地方公営企業法における独立採算の原則

にしたがった自律的な運営が求められています。あるべき使用料の改定を行いつつ、一般

会計からの基準外繰入金を削減して、より自律的な経営にシフトしていきます。 

 この点については、一般会計からの基準内繰入金の整理とともに慎重に検討を進め、次

回経営戦略の改定時に織り込みたいと考えています。 

 

 

 

 

 

 

  

一般会計繰入金について 
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Ⅶ.経営戦略のローリング等に関する方針 

1．進捗管理 

経営戦略の実効性を確保するため、進捗管理を毎年度適切に実施します。進捗管理にあたっ

ては、毎年度の決算による実績値と投資・財政計画による計画値との比較を行うとともに、基

本方針に基づく具体的な取組の進捗状況を確認します。このような取組により、本戦略で目指

す目標の達成に向け、常に改善しながら施策を推進していきます。 

 

 

 

2．戦略の見直しに関する方針 

本経営戦略の計画期間は令和 7 年度からの 10 年間で、総務省「経営戦略策定・改定マニュ

アル」（令和 4 年 1 月改定）は３～５年での改定を想定していることに鑑み、また、社会資本

整備総合交付金の交付要件となる経費回収率向上に向けたロードマップの作成し経営戦略に織

込む時期と整合させる必要があることから、計画期初から 3 年目の令和９年度（令和 10 年３

月）に次回見直しをすることを原則とし、新たに投資・財政計画の作成を行うなど経営戦略の

見直しを実施することとします。 

 

戦略の見直しにあたっては、毎年度の進捗管理を踏まえ、目標値と実績値との乖離原因を分

析し、効果的な改善策を盛り込むなど、PDCA サイクルにより適切に実施します。また、本経

営戦略と実績に乖離が見られる場合や計画の前提となる経営・財政の条件が大幅に変更となっ

た場合には、令和 10 年度における使用料の改定の見直しも含めた検討を行うものとします。 

下水道事業を取り巻く経営環境の変化に対応した内容に更新し、今後も持続可能かつ健全な

下水道事業経営を行うことができるよう努めていきます。



 

 

 

 


